
　　鳥取労働局

発生時間帯 起因物

１４～１５ 有害物

１０～１１ クレーン

１６～１７ トラック

８～９ トラック

１１～１２ 分類不能

２～３ 乗用車、バス、バイク

１５～１６ トラック

平 成 23 年 死 亡 災 害 発 生 状 況 （ 確 定 ）　　　　　　　

番
号

業　種
事業場
規模 災　害　の　概　要

発生月 事故の型

1 接客娯楽業 １０～２９

　事務所内で業務待機中、使用していた暖房器具により一酸化炭素中毒となったもの。
１月 有害物等との接触

　工場内で機械の上部に上がって点検作業を行っていたところ、走行してきた天井クレーンの運転台と点
検していた機械に挟まれたもの。

　県外の国道においてトレーラーを運転していたところ、対向してきたトレーラーと衝突したもの。

3 産業廃棄物処理業 １０～２９

2
輸送用機械等製造
業

100～
299

　ダンプトラックで運搬してきた真砂土を降ろそうとして、ダンプトラックの荷台を上げたところ、ダンプトラッ
クが横転してダンプトラックの下敷きになったもの。

4 陸上貨物取扱業
100～
299

４月

6

木材伐出業 １～９

　山林において伐倒木を搬出する作業を行っていたところ、勾配約３７度の斜面を斜距離約１１ｍ下方に
転落したもの。

5

新聞販売業 １～９

　新聞を配達するため、徒歩で道路を横断中に、走行してきた車にはねられたもの。

７月 墜落・転落

７月 交通事故

7 道路貨物運送業 １～９

　生コンクリート運搬車を運転して工事現場に生コンを搬入する作業中、現場の規制ゲート内の道路上
（勾配約７度）に当該運搬車を一旦停止させ、運転席から降りて規制ゲートを閉めようとしたところ、逸走
した当該運搬車にひかれたもの。

８月 激突され

はさまれ・巻き込まれ 

４月 転倒

５月 交通事故



　　鳥取労働局

発生時間帯 起因物

８～９ 開口部

３～４ 乗用車、バス、バイク

９～１０ 立木等

　勾配約40°の斜面に上下に並んだ2本の伐倒木の間で、下の方の伐倒木の玉切りを行っていたとこ
ろ、上下の伐倒木の間に胸部をはさまれたもの。

10 木材伐出業 10～29
１２月 はさまれ・巻き込まれ

　木造住宅の新築工事において、建物2階で筋交いの取付け作業を行っていたところ、階段設置予定箇
所の開口部から約３．３ｍ下のコンクリート基礎に墜落したもの。

9 新聞販売業 30～49
１１月 交通事故

　新聞配達のため原動機付き自転車で三叉路付近の市道を走行中に、後方から直進してきた車に追突
されたもの。

8 木造家屋建築工事業 １～９
８月 墜落・転落
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